
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
左右一列に並べてキャビネットの庫内に収設した複数基の商品収納ラックを有し、各商品
収納ラックがラック天板を含むレール機構を介して前方へ引出し可能に吊り下げ支持され
た自動販売機において、隣り合う商品収納ラックの相互間に介挿して商品収納ラックを庫
内の格納位置に係止拘束する左右揺動式のロック片と、各商品収納ラックごとに前記ロッ
ク片に対向してラックケースの前面上部に設けた上下動式のロック片釈放用スライダ，お
よび左右動式のロック片連係用スライダとの組合せからなる商品収納ラックのインターロ
ック機構を備え、各商品収納ラックを庫内に格納した状態では各ロック片がその左右に並
ぶ商品収納ラックの前縁にまたがって各ラックを格納位置に拘束し、いずれか１基の商品
収納ラックのロック片釈放用スライダを引き上げ操作してロック片を側方へ押しやること
により、当該ラックの拘束を解除して前方への引出しを可能にする同時に、この釈放操作
に連動して各ロック片を他の商品収納ラックに備えたロック片連係用スライダを介して鎖
錠位置に移動し、この位置で他の商品収納ラックを格納位置に拘束するようにしたことを
特徴とする自動販売機。
【請求項２】
請求項１記載の自動販売機において、インターロック機構のロック片は後端を揺動支点と
して左右に揺動可能なＬ字形板であり、下方に屈曲した前端部が商品収納ラックの格納位
置でその頂部に設けたＵチャンネル状の天板の前端側縁部に係合し、かつ前端部にはロッ
ク片釈放用スライダの操作に連動してロック片を中立位置から側方に揺動させるＶ字形の
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傾斜カム部を形成したものであることを特徴とする自動販売機。
【請求項３】
請求項１，または２記載の自動販売機において、複数基の商品収納ラックがキャビネット
庫内の複数の部屋に分けて収設されている場合には、各部屋の間にまたがり、各部屋ごと
に備えたインターロック機構のロック片のうち、部屋の側端側に配置したロック片同士の
間を連係リンクを介して相互連結したことを特徴とする自動販売機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、キャビネットの庫内に複数基の商品収納ラックを左右に並べて前方へ引出し可
能に搭載した自動販売機を対象に、同時に引出せるラックの基数を規制するようにラック
の相互間をインターロック機構で連係した自動販売機に関する。
【０００２】
【従来の技術】
頭記のようにキャビネットの庫内に複数基の引出し式商品収納ラックを搭載し、商品の補
充時には商品収納ラックを前方に引出し、この引出し位置でラック内に商品を装填するよ
うにした自動販売機が周知である。
また、この場合にラック内に商品をフルローディングした状態では、商品収納ラックの１
基当たりの重量が７０～８０Ｋｇにもなることから、同時に複数基のラックを引き出すと
、荷重の重心が前方に移ってキャビネットが転倒するおそれがある。
【０００３】
そこで、商品収納ラックへの商品補充，あるいは機内点検のためにラックを引き出す場合
には、１回に引き出せるラックの基数を１基に規制し、他のラックを庫内の格納位置に拘
束させるようにした引出し式商品収納ラックのインターロック機構が従来より提案され、
実開昭６１－１６６７８，実開昭６１－８４９７７号公報などで公知である。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、前記した従来提案になるインターロック機構は構造が複雑で部品点数も多く、
また商品収納ラックを庫内の格納位置に係止固定するには、インターロック機構の他に各
ラックごとに鎖錠機構を備える必要があってコスト高であるなどの解決すべき問題点があ
り、その改善策が望まれている。
【０００５】
さらに、昨今では自動販売機の道路はみ出しが社会的な問題になっていることから自動販
売機が薄形化する傾向にあり、この面からも自動販売機の奥行き寸法の増加を招かないイ
ンターロック機構の開発が要望されている。
本発明は上記の点にかんがみなされたものであり、その目的は前記課題を解決し、簡易，
かつコンパクトな構造で、しかも動作面での高い信頼性が確保できるインターロック機構
を装備した自動販売機を提供することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、本発明の自動販売機においては、隣り合う商品収納ラックの
相互間に介挿して商品収納ラックを庫内の格納位置に係止拘束する左右揺動式のロック片
と、各商品収納ラックごとに前記ロック片に対向してラックケースの前面上部に設けた上
下動式のロック片釈放用スライダ，および左右動式のロック片連係用スライダとの組合せ
からなる商品収納ラックのインターロック機構を備え、各商品収納ラックを庫内に格納し
た状態では各ロック片がその左右に並ぶ商品収納ラックの前縁にまたがって各ラックを格
納位置に拘束し、いずれか１基の商品収納ラックのロック片釈放用スライダを引き上げ操
作してロック片を側方へ押しやることにより、当該ラックの拘束を解除して前方への引出
しを可能にする同時に、これに連動して各ロック片を他の商品収納ラックに備えたロック
片連係用スライダを介して鎖錠位置に移動し、この位置で他の商品収納ラックを格納位置
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に拘束するように構成するものとする。
【０００７】
前記の構成によれば、ロック片が個々の商品収納ラックを格納位置に係止するストッパ機
能，および１基のラックを引出した際に他のラックを格納位置に拘束するインターロック
機能を有しており、またロック片釈放用スライダ，ロック片連係用スライダが一括して商
品収納ラックの前面上部に装備されており、しかもロック片は商品収納ラックより前方に
はみ出すことがないので、インターロック機構を少ない部品点数でコンパクトに構成でき
、インターロック機構の設置により自動販売機の奥行き寸法が増加することもない。また
、各ロック片は個々に分離独立した部品で、かつロック片の相互間はラック側に設けた連
係スライダを介して連動するよう連係されている。したがって、商品収納ラックのレイア
ウトに合わせてストッパの取付け箇所を取捨選択することで、同時に引き出せるラックを
必要に応じて任意に設定できるなどの応用も可能となる。
【０００８】
また、本発明によれば、前記構成におけるインターロック機構のロック片は、後端を揺動
支点として左右に揺動可能なＬ字形板であって、下方に屈曲した前端部が商品収納ラック
の格納位置でその頂部に設けたＵチャンネル状の天板の前端側縁部に係合し、かつ前端部
にはロック片釈放用スライダの操作に連動してロック片を中立位置から側方に揺動させる
Ｖ字形の傾斜カム部を形成した構成となし、単一部品のロック片で商品収納ラックの格納
位置での係止拘束，および釈放スライダの引き上げ操作によるロック解除が行えるように
している。
【０００９】
さらに、複数基の商品収納ラックがキャビネット庫内の複数の部屋に分けて収設されてい
る場合には、各部屋の間にまたがり、各部屋ごとに備えたインターロック機構のロック片
のうち、部屋の側端部に配置したロック片同士の間を連係リンクを介して相互連結し、こ
れにより各部屋の相互間でも商品収納ラックの同時引出しを阻止するインターロック機能
を確保するようにしている。
【００１０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施例を形態別に図面に基づいて説明する。
〔実施例１〕
図１ないし図３は本発明の請求項１，２に対応する実施例を示すものである。図において
、１は自動販売機のキャビネット、２はキャビネット１の庫内に左右に並べて収設した引
出し式の商品収納ラック（各ラックには左側から順に記号Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄを付す）であり
、各商品収納ラック２は個々にラックケースの頂部に設けたＵチャンネル状のラック天板
３ａ，可動搬送ホルダ３ｂ，固定搬送ホルダ３ｃの組合せからなるレール機構３を介して
前方へ引出し可能にキャビネット１の天井に吊り下げ支持されている。なお、ラック天板
３ａはその側縁が左右側方に張出し、その前端面には後記するスライダの取付座３ｂ（図
２参照）を備えている。
【００１１】
また、前記の引出し式商品収納ラック２に対して、隣接し合う商品収納ラック２の間に介
挿して庫内の天井側に配備したロック片４、各ラックごとにその上部前面に一括して設け
た上下動式のロック片釈放スライダ５，および左右動式のロック片連係スライダ６とで商
品収納ラックに対するインターロック機構を構成している。
【００１２】
ここで、ロック片４は、後端を段付きねじ４ａでキャビネット１の天井に軸支し、ここを
揺動支点として左右に揺動可能なＬ字形板であって、その前端部４ｂが下方に屈曲してお
り、かつ先端部には次記ロック片釈放スライダ５の釈放操作で従動するようにＶ字状の傾
斜カム部４ｃが形成されている。
一方、ロック片釈放スライダ５は、図２で示すように、左右両側縁を背後に折り曲げて前
記ロック片４の傾斜カム部４ｃに対向するアクチュエータ片５ａを形成したものであって
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、その板面中央に縦長な溝穴５ｂが開口し、該溝穴に通した段付きねじ５ｃ，およびワッ
シャ５ｄを介してラック天板３ａの前面取付座３ｂへ上下動可能に取付けられている。さ
らに、該スライダ５の下端には商品収納ラック２の前面を覆ったカバー２ａが吊り下げて
ある。なお、カバー２ａの前面には手を差し入れる把手穴２ｂが開口している。
【００１３】
また、ロック片連係スライダ６はその左右両端に背後側に折れ曲がって前記ロック片４の
側縁に対向するＬ字状の舌片６ａを形成したものであって、その板面には横長な溝穴６ｂ
が開口し、該溝穴に通した段付きねじ６ｃを介して前記のロック片釈放スライダ５の裏面
側に並べてラック天板３ａの前面取付座３ｂへ左右方向へスライド可能に取付けられてい
る。
【００１４】
次に、前記構成になるインターロック機構の動作を図１，および図３（ａ），（ｂ）　に
より説明する。まず、図３（ａ）　は商品収納ラック２を庫内格納位置に拘束しているロ
ック状態を表しており、隣り合う商品収納ラック２の間に介挿したロック片４は中立姿勢
に位置し、この位置でロック片４の下方に屈曲した前端部４ｂがＵチャンネル状のラック
天板３ａの前端側縁部に係合してラックを前方へ引き出せないように格納位置に拘束して
いる。また、この鎖錠状態では、ロック片釈放スライダ５は下降位置に後退しており、ロ
ック片連係スライダ６は左右のロック片４の間に挟まれた形で中立位置にある。
【００１５】
ここで、商品を補充すべき商品収納ラック２に対し、前面カバー２ａを把手穴に手を掛け
て上方に押し上げると、図３（ｂ）　で示すように前面カバー２ａと結合したロック片釈
放スライダ５が矢印Ｘ方向に上昇スライドし、その左右両端のアクチュエータ片５ａがロ
ック片４の傾斜カム部４ｃに当たってロック片を側方（矢印Ｙ方向）に押し出す。これに
より、ロック片４とラック天板３ａとの係合が外れて商品収納ラック２のロックが解除さ
れる。
【００１６】
また、図１は左右に並ぶ複数の商品収納ラック２のうち、左端に並ぶラックＡのロックを
前記操作により解除して前方に引出した状態を表しており、ラックＡのロックを解除する
と、これに連動してラックＡとラックＢとの間に介挿したロック片４が段付きねじ４ａを
支点に反時計方向に揺動し、この位置で隣接するラックＢを格納位置に鎖錠するとともに
、このロック片４の動きはラックＢの前面に設けたロック片連係スライダ６を介してラッ
クＢとラックＣの間に介挿したロック片４に伝達され、該ロック片を反時計方向に揺動し
てラックＣを鎖錠する。また、この動きに従動してラックＣとＤの間に介挿したロック片
４も揺動してラックＤを鎖錠する。なお、商品収納ラック２を前方に引き出すと、そのラ
ック天板３ａの側縁がロック片４を押して揺動位置に拘束する。このインターロック動作
から判るように、左右に並ぶ複数基の商品収納ラック２のうち、いずれか１基のラックを
前方に引き出すと、残りのラックは前方へ引き出せないようにロック片４で格納位置に拘
束される。そして、先に引出したラックを庫内に押し込んだ後、改めて別な商品収納ラッ
ク２の前面カバー２ａを押し上げると、そのラックは、左右のロック片４がそれぞれ側方
に押し出された図３（ｂ）　の鎖錠釈放状態になって前方へ引き出すことができるように
り、他のラックは格納位置に拘束される。
【００１７】
次に、図４（ａ）　～（ｃ）　に前記したインターロック機構の適用例を示す。すなわち
、（ａ）　図は左右に並ぶ５基の商品収納ラックＡ～Ｅに対して、全てのラック相互間に
ロック片４を介挿しており、これにより１回に引き出せるラック数が１基に限定される。
一方、（ｂ）　図ではラックＡとラックＢとの間からロック片４を外している。これによ
り、ラックＢ～Ｅは（ａ）　図と同様にラック相互間がインターロックされるのに対して
、ラックＡはインターロック機構の拘束を受けずに自由に引き出すことができる。さらに
、（ｃ）　図ではラックＢとラックＣとの間のロック片を外している。これにより、ラッ
クＡ，ＢとラックＣ～Ｅとの２グループで各ラック間がインターロックされる。このよう
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に、商品収納ラックのレイアウトに合わせてロック片４の取付け箇所を必要に応じて取捨
選択することにより、同時に引き出せるラックを任意に限定することが可能である。
【００１８】
〔実施例２〕
次に、本発明の応用例として請求項３に対応する実施例を図５，図６に示す。この実施例
は、図５で示すように自動販売機のキャビネット庫内を複数の部屋（図示例では左室Ｉと
右室ＩＩの２室）　に仕切り、各部屋ごとに庫内を冷却，ないし加熱してコールド商品，
ホット商品を併売できるようにした自動販売機を実施対象としたものであり、各室Ｉ，Ｉ
Ｉごとに引出し式の商品収納ラック２が収設され、かつ各室に収設した商品収納ラックに
は実施例１で述べたと同様なインターロック機構が装備されている。
【００１９】
そして、左室Ｉと右室ＩＩの相互間で商品収納ラック２同士をインターロックするために
、この実施例では左室Ｉ内の右端側，および右室ＩＩの左端側にもロック片４を追加装備
するとともに、双方のロック片４の間を室間の仕切壁を貫通して布設した連係リンク７を
介して相互連結し、左室Ｉ内のロック片４と右室ＩＩのロック片４との間を連係するよう
にしている。なお、連係リンク７は室間の熱貫流を低く抑えるために、伝熱性の低い材質
，もしくは細いワイヤなどを使用するのがよい。
【００２０】
ここで、図５（ａ），（ｂ）　のうち、（ａ）　図は左室Ｉと右室ＩＩに収設した各商品
収納ラック２を共に格納位置に拘束ているロック状態を表し、（ｂ）　図は右室ＩＩの左
端に並ぶ商品収納ラック２のロックを釈放した状態を表しており、（ｂ）　図ではロック
釈放操作に伴うロック片４の動きが連係リンク７を介して左室Ｉの右端に並ぶロック片４
に伝達され、これにより左室Ｉの商品収納ラックが格納位置に拘束されている。また、図
６（ａ），（ｂ）　はラック引出しに伴うロック片４，連係リンク７の挙動を表す図であ
り、（ａ）　図は右室ＩＩの商品収納ラックを引き出した場合、（ｂ）　図は左室Ｉの商
品収納ラックを引出した場合に対応する。
【００２１】
【発明の効果】
以上述べたように、本発明の構成によれば、インターロック機構のロック片が個々の商品
収納ラックを格納位置に係止するストッパ機能，および１基のラックを引出した際に他の
ラックを格納位置に拘束するインターロック機能を有しており、またロック片に対する釈
放用スライダ，連係用スライダが一括して商品収納ラックの前面上部に装備されており、
これによりインターロック機構を少ない部品点数でコンパクトに構成できる。また、ロッ
ク片は商品収納ラックより前方にはみ出すことがないので、インターロック機構を少ない
部品点数でコンパクトに構成でき、インターロック機構の設置により自動販売機の奥行き
寸法が増加することもない。しかも、各ロック片は個々に分離独立した部品で、かつロッ
ク片の相互間はラック側に設けた連係スライダを介して連動するよう連係されている。し
たがって、庫内における商品収納ラックのレイアウトに合わせてストッパの取付け箇所を
取捨選択することで、同時に引き出せるラックを必要に応じて任意に限定できる。
【００２２】
さらに、請求項３の構成を採用することにより、自動販売機のキャビネット庫内に仕切ら
れた複数の部屋の間でも商品収納ラックのインターロック機構を連係動作させることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例１に対応する実施例の構成図であり、商品収納ラックを１基引き
出した際の状態を表す外観斜視図
【図２】図１における商品収納ラックに装備したインターロック機構の組立構造を表す分
解斜視図
【図３】図１におけるインターロック機構の動作説明図であり、（ａ）　は商品収納ラッ
クのロック状態，（ｂ）　はロック釈放の状態を表す図
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【図４】インターロック機構の使用例を表す図であり、（ａ），（ｂ），（ｃ）　はそれ
ぞれ商品収納ラックに対するロック片の取付箇所を変えた場合のレイアウト図
【図５】本発明の実施例２に対応するインターロック機構の構成，動作の説明図であり、
（ａ）　は左右室の商品収納ラックをロックした状態，（ｂ）　は右室の商品収納ラック
のロックを釈放した状態を表す図
【図６】図５の実施例に対応するロック片，連係リンクの動作説明図であり、（ａ），（
ｂ）　はそれぞれ右室，左室の商品収納ラックを引出した際の状態を表す図
【符号の説明】
１　　自動販売機のキャビネット
２　　商品収納ラック
３　　レール機構
３ａ　ラック天板
４　　ロック片
４ａ　段付きねじ（揺動支軸）
４ｂ　前端部
４ｃ　傾斜カム部
５　　ロック片釈放スライダ
５ａ　アクチュエータ片
６　　ロック片連係スライダ
７　　連係リンク
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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